
　危険物取扱者資格とは、消防法
で規定された危険物を取り扱うた
めに必要な国家資格です。
■試験日
　第7回　8月30日（日）
　第8回　9月5日（土）
　第9回　9月27日（日）
■会　場　
　名古屋工学院専門学校（名古屋
市熱田区）
■種　類　
　　甲種・乙種1～6類、丙種
■申込受付期間
　【第7・8回】
　▽　電子申請　7月25日（土）
　　午前9時～8月3日（月）午後5
時

　▽　書面申請　7月28日（火）～
8月6日（木）

　【第9回】
　▽　電子申請　8月22日（土）　
午前9時～8月31日（月）午後
5時

　▽　書面申請　8月25日（火）～
9月3日（木）

■試験手数料
　甲種　6,600円
　乙種　4,600円
　丙種　3,700円
■申し込み方法
　▽　電子申請　（一財）消防試験
研究センター愛知県支部ホー
ムページから申し込みくださ
い。

　▽　書面申請　申請書を（一財）
消防試験研究センター愛知県
支部に提出してください。申請
書は最寄りの消防署、県民事
務所、県民相談室などで配布
します。

■申し込み・問い合わせ先
　（一財）消防試験研究センター愛
知県支部
　052（962）1503
　ホームページ　
　https://www.shoubo-shike
　n.or.jp/branch/22aichi/

危険物取扱者試験
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8 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　6日（木）、20日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　20日（木）
　場　所　役場1階相談室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　（４８）１１１１（内１１２２）

8月6日（木）
場　所　中央公民館本館308号室
時　間　午後1時～午後５時
　NPO法人知多地域成年後見センター
では、成年後見制度巡回相談（事前に予約
が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所
　（知多福祉活動センター内）
　0562（39）3770

○　相談事例
　インターネット検索したサイトで、2万円ほどの照明器具を注文した。受注完了メ
ールが届き、3日以内に振り込むようにと、振込口座を知らせてきた。個人名の口座
であったので気になったが、規模の小さい事業者の可能性もあると考え、代金を振
り込んだ。その後、しばらく待っても商品が届かないため、事業者に電話をしたとこ
ろ通じず、記載された住所には建物すら存在していないことが分かった。
○　被害を防ぐアドバイス
　詐欺サイトの場合は、代金の支払方法が前払いで銀行口座振込に限定される場
合や、事業者とは異なる個人の名義となっている場合が多くみられます。通販サイト
には販売事業者の氏名、法人名、住所、電話番号などの情報を記載することが法令
により義務付けられています。それらの記載がない、住所に番地がない、連絡先がメ
ールアドレスのみ、不自然な文章表現がある場合などは詐欺通販サイトの可能性が
あります。不審な点がないかをしっかりと確認し、おかしいと感じたら消費生活セン
ターに連絡してください。
消費生活相談（無料）をご利用ください。　
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談でのご協力をお願いしま
す。来所相談の場合も電話で確認してください。
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
代金を払ったのに商品が届かない！

～詐欺通販サイトに注意～
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　本誌９ページ
の「今月号の表

紙」でも触れましたが、表紙用の
写真を花かつみにするぞ！と決
めておすすめの時間帯は日の出
直後との情報を得たので、夜明け
前から花かつみ園でスタンバイ。
保存会の皆様によって手入れの
行き届いた花々は、朝露をまとい
見とれるほど綺麗で、花や茎の水
滴に朝陽が差し込むと宝石のよ
うに輝きだしました。花々もどん
どん元気になっていくのが分か
り、あまりにも綺麗で夢中になっ
てシャッターをきっていると、「自
分も撮って」と花たちが話かけて
くるようで、どう撮ろうかと迷って
しまうほど。夢中になりすぎて足
を踏み外し泥まみれになってしま
いましたが、なんとか納得できる
写真を撮ることができました。今
年は残念ながら一般公開が叶い
ませんでしたが、来年こそは皆さ
んと一緒に見られるようにと願っ
ております。
広報担当者　T.N

編集後記

8 月の相談
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